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業 種
令和５年 令和４年 増 減
死亡 死傷 死亡 死傷 死亡 死傷

製 造 業 ２ 98 ２ 108 ▲10

建 設 業 ４ 133 ２ 116 ２ 17
運 輸 交 通 業 83 72 11
農 林 業 17 １ 25 ▲１ ▲8
他 の 産 業 4 9 ▲5
第 三 次 産 業 544 1392 ▲848

商 業 1 127 119 1 ８
保健衛生 238 1047 ▲809
接客娯楽 79 81 ▲2
清掃と畜 46 63 ▲17

全 産 業 7 879 5 1722 2 ▲843
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大分労働基準監督署 安全衛生課 ℡097-535-1513
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大分労働基準監督署 安全衛生課 ℡097-535-1513

※ 上表の統計は、労働者死傷病報告により2/29現在と前年
の 労働災害の発生者数を比較集計したもの。
※ 他の産業とは、鉱業・貨物取扱・畜産水産の合計。

ご安全に！は、大分労働局HPに掲載されています 大分労働局ご安全に 検索

大分署管内コロナ含む

業 種
令和６年 令和５年 増 減
死亡 死傷 死亡 死傷 死亡 死傷

製 造 業 １ 10 11 1 ▲1

建 設 業 12 19 ▲7
運 輸 交 通 業 8 8 ±0
農 林 業 1 1 ±0
他 の 産 業 5 ０ 5
第 三 次 産 業 60 62 ▲2

商 業 11 8 3
保健衛生 29 34 ▲5
接客娯楽 4 8 ▲4
清掃と畜 5 8 ▲3

全 産 業 1 96 0 101 1 ▲５
※ 上表の統計は、労働者死傷病報告により2/29現在と前年
の 労働災害の発生者数を比較集計したもの。
※ 他の産業とは、鉱業・貨物取扱・畜産水産の合計。

急増する労働災害に歯止めをかけるため１月22日から３月
31日までの間、「大分県労働災害防止緊急対策強化期間」を
設定しているところであり、大分署における1月～２月末までの労
働災害件数（速報値）は96件（コロナ感染症含む）で、大
半の業種で災害件数は減少に転じており、昨年同月比で約5％
減少しました。災害減少の傾向は大分県内でも同様であり、大
分県全体では32％の大幅な減少となっています。
事業者の皆様方におかれては、継続して基本的な安全対策や

安全な作業方法を徹底していただきますようお願いいたします。

大分署管内コロナ含む

当署では、管内の墜落災害やクレーン作業中での災害防止
のため、2月6日（火）に「緊急点検パトロール」を実施しまし
た。本パトロールでは高所作業やクレーン作業の多い造船工場
において災害防止対策が確実に行われているか等を緊急点検
しました。

強化期間中に監督署長が緊急点検パトを実施

(高所作業の墜落防止対策を確認する労働基準監督官ら署員）

(工場内の様々な場所に掲示板が設置され安全の見える化を図っ
ている。)

さらなる労働災害の減少にはエイジフレンドリー
(高年齢労働者の特性を考慮)な職場づくりを

労働災害の発生率は、男女とも若年層に比べ高年層で相対
的に高くなっています。高年齢者でも安全に働き続けることができ
るよう、施設、設備改善を検討し必要な対策を講じましょう。また
健康診断の実施の他、体力チェックを継続的に行って、健康や
体力の状況に応じて適合する業務のマッチングに努めましょう。

補助金
あります
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【編集後記】最近何かと話題のアンコンシャスバイアス無意識
の偏った物の見方の意だそうで例えば育児中の社員と聞いて
思わず女性を思い浮かべていないだろうか。ややもすると人を
知らず知らずのうちに傷つけてしまう。労働災害も当人が潜
在的に持っている思い込みが原因で発生することもある。これ
を解消するよう職場内での会話や安全のための「見える化」
は欠かせない。

安全のススメ 職場において実施されている労働災害防止や安全・健康の増進のための取組
事例を全国に募集したところ、転倒災害防止部門賞でゴールド賞を受賞された
事例です。
ぜひ皆様方の職場でも取り入れて災害防止活動をより活発にしてみませんか。

【厚生労働省SAFEコンソーシアムポータルサイトより】

★本年4月1日から建設業、自動車運転業務、医
師にも時間外労働の上限規制が適用されます
～36協定届が新しい様式に変わります～

本年4月1日から、建設業、自動車運転業務、医師におい
ても時間外労働の上限規制が適用され、これに伴い、時間外
労働及び休日労働に関する協定(以下「36協定」という。)届
が新しい様式に改正されます。
関係事業者におかれては、本年4月1日からの上限規制の

適用に伴い、36協定の内容にあった「新しい様式の届け出」が
必要になります。
当署の「労働時間相談・支援コーナー」においては、主に中

小企業の事業主の方に36協定届の新様式の記載方法を含
め労働時間制度全般に関する相談への対応や支援をしていま
すので是非ご利用下さい。

★本年4月1日から労働条件明示のルールが改正されます

事業者名 花王株式会社
業界・業種 製造業
従業員規模 8,403名
地域 関東

明示のタイミング 新しく追加される明示事項
全ての労働契約の締結時と有期労働契約
の更新時

1 就業場所・業務の変更の範囲

有期労働契約の締結時と更新時 2 更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、

その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要になります。

無期転換ルール※に基づく無期転換申込
権が発生する契約の更新時

3 無期転換申込機会
4 無期転換後の労働条件

併せて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態に応じ
て、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に説明す
るよう努めなければならないこととなります。

※同一の使用者との間で、有期労働契約が通算5年を超えるときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働
契約(無期労働契約)に転換する制度です。

皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止
本年4月1日から労働安全衛生規則で施行される「皮膚

等障害化学物質等」に該当する化学物質の取扱いに際して
は、適切な化学防護手袋等が着用されるよう、厚生労働省
ホームページに掲載される「皮膚障害等防止用保護具選定
マニュアル」の内容をあらかじめご確認下さい。


